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【 請 求 項 １ 】
　 移 動 す る 送 信 装 置 か ら 送 信 さ れ る 無 線 映 像 信 号 を 受 信 す る 受 信 装 置 と 、 前 記 受 信 装 置 が
受 信 し た 無 線 映 像 信 号 に 基 づ い た 画 像 を 表 示 す る 表 示 装 置 と か ら な る 医 療 装 置 に お い て 、
　 前 記 表 示 装 置 は 、
　 時 刻 を 計 時 す る 第 １ の 計 時 手 段 と 、
　 前 記 計 時 さ れ た 時 刻 情 報 を 送 出 す る 送 出 手 段 と 、
　 を 備 え 、 前 記 受 信 装 置 は 、
　 時 刻 を 計 時 す る 第 ２ の 計 時 手 段 と 、
　 前 記 送 出 手 段 か ら の 時 刻 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 計 時 手 段 の 時 刻 設 定 を 行 う 第 ２ の
時 刻 設 定 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 医 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 表 示 装 置 は 、 外 部 か ら の 時 刻 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の 計 時 手 段 の 時 刻 設 定 を 行
う 第 １ の 時 刻 設 定 手 段 を 、
　 さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 医 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 送 信 装 置 は 、 検 査 対 象 の 被 検 体 内 か ら 取 得 さ れ た 被 検 体 内 情 報 を 、 無 線 送 信 し 、
　 前 記 受 信 装 置 は 、 前 記 第 ２ の 計 時 手 段 に よ っ て 前 記 被 検 体 内 情 報 の 取 得 時 間 を 設 定 し 、
　 前 記 表 示 装 置 は 、
　 前 記 第 １ の 計 時 手 段 に よ っ て 前 記 検 査 の 開 始 時 刻 と 終 了 時 刻 と を 設 定 す る と と も に 、 前
記 開 始 時 刻 と 前 記 終 了 時 刻 と 前 記 受 信 装 置 で 設 定 さ れ た 前 記 取 得 時 間 と に 基 づ い て 、 前 記
画 像 の 処 理 の 可 否 を 判 断 す る 判 断 手 段 と 、
　 前 記 判 断 手 段 の 判 断 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 画 像 の 処 理 を 行 う 画 像 処 理 手 段 と 、
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　 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 医 療 装 置 。

　 前 記 表 示 装 置 は 、 前 記 被 検 体 内 情 報 に 基 づ く サ ム ネ イ ル 画 像 の 表 示 が 可 能 な 表 示 手 段 を
備 え 、
　 前 記 判 断 手 段 は 、 前 記 第 １ の 計 時 手 段 に よ っ て 前 記 検 査 の 開 始 時 刻 と 終 了 時 刻 と を 設 定
す る と と も に 、 前 記 開 始 時 刻 と 前 記 終 了 時 刻 と 前 記 受 信 装 置 で 設 定 さ れ た 前 記 取 得 時 間 と
に 基 づ い て 、 前 記 サ ム ネ イ ル 画 像 の 表 示 の 有 無 を 判 断 し 、
　 前 記 画 像 処 理 手 段 は 、 前 記 判 断 手 段 の 判 断 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 サ ム ネ イ ル 画 像 を 作 成
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 医 療 装 置 。

　 前 記 受 信 装 置 は 、 前 記 画 像 に 受 信 時 刻 を 付 加 す る 時 刻 付 加 手 段 を 、
　 さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 医 療 装 置 。
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